
 

 

 

 

 

 

 

 

「所感」 

政府は、5 月 8 日より新型コロナウイルスについて、感染法上の位置づけを 2 類から 5

類に引き下げを行いました。新型コロナもインフルエンザと同じような扱いとなったわけで

す。また、社会全体もマスクの着用を個人の判断に任せるなど、コロナ禍前の状況に近づい

ている感があります。しかし、決してコロナが消滅したわけではなく、わずかに増加傾向に

あるともいわれています。ウイズコロナといいますが、最低限の感染症対策をしながら、上

手に付き合っていく必要がありそうです。 

さて、この程、酒津地区公民館も館長、主任さんが交代し、新たな体制のもと酒津のまち

づくりに尽力していただくことになりました。さまざまな課題もありますが、皆さんと共に

一緒に汗を流し、知恵を出してよりよいまちづくりに取り組んでいきましょう。 

そのためにも、地域の連携が必要となります。さまざまな境遇の中で生活をしているわけ

ですが、思いやりの心を大切にしていきたいと思っています。 

「人のために灯りをともせば、我が前明らかになるが如し」という言葉があります。人の

ために思いやりを持って手を差し伸べていくことは、自ずと自分自身のためにもなっていく。 

今年度もよろしくお願いします。 

     酒津まちづくり協議会  会長 河根裕二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行 酒津まちづくり協議会 広報部 

       （事務局：酒津地区公民館） 

住所 鳥取市気高町酒津 359-1 

    TEL82-2990 ・FAX82-3030 

✉ cc-sakenotsu@it,city.tottori.tottori.jp 

http://chiiki.city.tottori.tottori.jp/sakenotsu-1 

 

 №.1   2023.6.23発行 

酒 津 

まちづくり協議会だより 

6 月９日(金)に定期総会が開催さ

れ、役員、各部会(委員)も決まり、 

令和５年度がスタートしました。 

地区の皆さんにご協力いただきな

がら各事業に取り組んでまいります。 

mailto:cc-sakenotsu@it,city.tottori.tottori.jp


〇環境美化活動の推進 

樽谷坂,公園等の維持管理  

(草刈・ごみ拾い) 

樽谷坂花壇の維持管理 

(苗木の植付、草取り) 

〇花いっぱい運動の推進 

  樽谷坂花壇に苗木  

  樽谷坂の花壇の水やり 

〇芝生広場の維持・管理 

東西の芝公園の管理 

(芝刈り及び肥料散布) 

芝の手入れ・水やり 

除草剤散布 

芝刈機、発電機整備 

 

 

〇災害に強い安心・安全なまちづくり 

避難訓練 

防災訓練(消火)の実施 

消防ホース切替 

〇災害時避難所対応 

避難指示看板の貼替 

酒津地区自主防災会連絡協議会と 

連携して取り組む 
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〇広報活動  まち協だより発行 ４回/年(6 月、9 月、12 月、3 月) 

令和 5 年度 各部会事業計画 

〇伝統文化を残すまちづくり 

  鯉のぼりの設置 

（4 月 15 日～5 月 7日実施） 

酒津納涼祭協賛 

（舞台の土台レンタル料等） 

 酒津トンドウの継承・飾り網協力 

〇子どもが健やかに育つまちづくり  

岸壁に絵を描こう(㋆㏶予定) 

アジ釣り(9 月 3 日予定) 

 

〇健康で楽しく暮らせるまちづくり 

 健康講演会 1 回 (秋の開催計画) 

グラウンドゴルフ大会の開催 年２回  

  スカットボール(毎月第２水曜) 

  ボッチャ(毎月第３水曜日) 

楽しく健康づくり（e スポーツ体験） 

〇健康チェックの促進 

  万歩計・血圧計・体重計利用促進 

  健康診断受診の促進 

(10 月 27 日予定) 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育文化部 生活環境部 

健康福祉部 防災防犯部 

昨年の様子です。 

昨年秋、西芝公園 


